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表示した。したがって、比率の合計と内訳の計が一致しない場合がある。 

また、表中の符号は次のとおりである。 
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（関係条文） 

 

・地方自治法第199条第1項 

監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公

共団体の経営に係る事業の管理を監査する。 

 

・地方自治法第199条第4項 

監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第1項の規定に

よる監査をしなければならない。 

 

・地方自治法第199条第9項 

監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体

の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若

しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づ

く委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。 
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１ 監査の対象 

 

議会事務局、市長政策総室、総務局、財政局、市民局、健康福祉子ども局、環境

局、農水商工局、観光文化交流局、都市建設局、都市政策研究所、中央区役所、西区

役所、南区役所、教育委員会事務局、中央区選挙管理委員会事務局、西区選挙管理委

員会事務局、南区選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局のうち、資料(1)の市機

構図中 で囲んでいる課等。 

 

２ 監査の期間 

 

平成27年11月27日から平成28年3月4日まで 

 

３ 監査の方法 

   

今回の監査は、平成27年9月末日現在における資料の提出を求め、財務に関する事

務のうち、主として予算の執行状況、契約事務、財産の管理等について書類審査し、

必要に応じて関係職員に質問するなどの方法で実施した。加えて、内部統制及び備品

管理をテーマとし実施した。 

 

４ 監査の結果 

（共通事項） 

   

［指摘事項１］ 予定価格調書の未開封について：産業政策課、河川課 

 

契約事務の執行において、次の事項が見受けられた。 

   

・ＵＩＪターン就職面接会業務委託（随意契約）の契約事務に当たって、予定価格

調書が開封されていなかった。 

  （産業政策課（組織改編により、現経済観光局 産業部 経済政策課）） 

   

・河川清掃業務委託（随意契約）の契約事務に当たって、予定価格調書が開封され

ていなかった。 

（河川課） 

   

予定価格とは、契約金額の目安としてあらかじめ設定される価格である。契約を
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締結するためには、見積金額が予定価格の範囲内でなければならないことからも、設

計金額や実績などから、担当者は予定価格がある程度想定できるとはいえ、予定価格

は必ず確認しなければならない。したがって、契約事務の中でこの確認を怠って契約

の相手方の決定以降の事務へ進むことは不適切である。 

今回の監査において、未開封の予定価格調書を開封し、予定価格の範囲内での契

約であったことを確認することはできたが、今後は必ず予定価格調書を開封し、決裁

権者の責任として確認を行うことにより、適正な契約事務の執行となるよう努められ

たい。 

 

 

（局別事項） 

 

○議会事務局 

 

 適正に執行されているものと認められた。 

 

○市長政策総室 

 

適正に執行されているものと認められた。 

 

○総務局 

 

適正に執行されているものと認められた。 

 

  ○財政局 

 

   適正に執行されているものと認められた。 

 

○市民局 

 

適正に執行されているものと認められた。 

 

○健康福祉子ども局 

 

おおむね適正に執行されているものと認められた。しかしながら、次のような事項
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が見受けられたので改善に努められたい。 

 

［指摘事項２］ 予定価格に関する誤りについて：健康づくり推進課 

（組織改編により、現健康福祉局 保健衛生部 健康づくり推進課） 

 

生活習慣病等対策事業臨床検査業務委託契約において、予定価格が予算額を超えて

設定されていた。また、複数単価契約である校区単位の健康まちづくり事業臨床検査

業務委託契約において、3品目中2品目が予定価格を超えた契約となっていた。 

 

契約を締結するに当たっては、その金額は予算額の範囲内である必要があることか

ら、当然予定価格も予算額の範囲内で設定されることとなるため、適正に処理された

い。また、複数単価契約において、予定価格が単価で設定されている場合、数種類あ

る単価の全てが設定された予定価格の範囲内でなければ契約締結することはできない。

このことから、予定価格の設定においては、設定手法の見直しや工夫を行うなど適切

な契約事務の執行となるよう努められたい。 

 

 

○環境局 

 

適正に執行されているものと認められた。 

 

○農水商工局 

 

おおむね適正に執行されているものと認められた。しかしながら、共通事項とし

て記載しているような事項が見受けられたので改善に努められたい。 

 

 ○観光文化交流局 

 

おおむね適正に執行されているものと認められた。しかしながら、次のような事項

が見受けられたので改善に努められたい。 

 

［指摘事項３］ 資金前渡の未精算について：熊本城総合事務所 

（組織改編により、現経済観光局 観光交流部 熊本城総合事務所） 

 

当事務所が管理する公用車の車検の際に納付する自動車重量税（以下「重量税」と
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いう。）について、前渡金で20,500円を準備し、平成27年9月17日に車検を依頼した

自動車会社へ預けた。 

同月24日に重量税が納付された際、対象車両の減免措置により8,000円の不用額が

発生したとの連絡があったため、返還を依頼したが、自動車会社の事情を考慮し、現

金ではなく納付書による返還方法によることとなった。 

自動車会社は同年10月15日に入金していたが、当事務所が入金の事実を把握してい

なかったことから、今回の監査時点（平成28年1月14日、18日、19日）において、精

算事務が行われていなかった。 

 

当初の前渡金20,500円は車両管理課による掲示（車検予定車一覧）を参考としたも

のであるが、その掲示は当事務所の車検実施の約1箇月前には行われており、重量税

額を含めた内容確認を行う期間があったにもかかわらず、確認が不十分だったことに

より不用額が発生した。資金前渡により支出を行う際は、不用な現金を支出すること

のないよう、支出額の確認を確実に行われたい。 

また、会計規則第34条において、通常の資金前渡の場合は用務終了後7日以内に精

算することとなっているが、この事案においては、速やかに精算事務を行うべきとい

う意識が欠如しており、不用額が入金されてから約3箇月もの間、未精算の状態とな

っていた。入金は財務システムで確認できることから、今後は確認事務を怠らず、適

切な期間内において精算事務を行われたい。 

 

 

○都市建設局 

 

おおむね適正に執行されているものと認められた。しかしながら、次のような事項

及び共通事項として記載しているような事項が見受けられたので改善に努められたい。 

 

［指摘事項４］ 長期継続契約における不適切な契約事務について 

：熊本駅周辺整備事務所 

 

電話機器賃貸借契約において、この契約が長期継続契約であるにもかかわらず、予

定価格は、契約期間（60箇月）の総額で設定されていた。また、契約額（月額）から

契約期間の総額を算出した場合、その金額が予定価格を超過していた。更に、徴取さ

れた見積書の内容が統一的なものとなっていなかったことから、本来比較すべきリー

ス時の価格の比較ができなかった。 
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  【見積書の内容】 

Ａ社 月  額  7,484円（リース時の月額）・・・契約額である。 

購入代金 366,919円 

 

Ｂ社 月  額 記載なし （リースに関する記載なし） 

   購入代金 413,245円（購入代金を月割りとすると6,887円となる。） 

                   

長期継続契約においては、予定価格を月額又は年額により設定し、価格比較は、予

定価格に応じて月額とした場合は月額、年額とした場合は年額により行われたい。よ

ってこの事案の場合も、月額が明確となるような見積書の作成及び提出を依頼し、価

格比較を行うべきものである。今後は、適正な事務の執行となるよう努められたい。 

 

 

○都市政策研究所 

 

適正に執行されているものと認められた。 

 

○中央区役所 

 

適正に執行されているものと認められた。 

 

  ○西区役所 

 

おおむね適正に執行されているものと認められた。しかしながら、次のような事項

が見受けられたので改善に努められたい。 

 

［指摘事項５］ 切手の管理の不徹底について：西部まちづくり交流室  

 

監査時（平成28年2月10日）に切手の現物と受払簿の残数を確認したところ、82円

切手62枚（残数全て）が突合できなかったため、室内をくまなく探したが見つからず、

結果として紛失ということで処理するに至った。 

監査前（同月3日）に担当者が確認を行った時点では、82円切手が62枚あることを

確認していたとのことであった。切手等の金券類の保管については、施錠できるキャ

ビネットで行われてはいたが、同じキャビネットで個人情報に係る書類等も保管され

ていたことから、金券を使用するとき以外にもほかの職員も鍵を開ける状況でもあっ



- 8 - 

 

た。また、キャビネットの鍵はキーボックスに保管されており、そのキーボックスは

始業時に室長が開錠し、終業時は夜間業務を担当する嘱託職員が施錠して所定の場所

に保管する方法により管理されていた。 

 

適切な金券の管理方法として、施錠できるキャビネットに保管するなど一応の対策

は講じられていたものの、キーボックスが部外者でもすぐ目につくような場所に設置

されているなど、いくつかの改善可能な事項も見受けられたことから、今後は、より

厳格な管理方法について検討され、再び紛失等が発生しないよう努められたい。 

 

 

○南区役所 

 

おおむね適正に執行されているものと認められた。しかしながら、次のような事項

が見受けられたので改善に努められたい。 

 

［指摘事項６］ 手数料日計表の日付の不備等について：区民課 

 

窓口における各種証明書等の発行手数料収入の根拠書類となる手数料日計表に、日

付の記載がないものが散見された。また、手数料日計表の日付と添付されているレジ

集計表の日付が異なるものがあった。 

 

手数料日計表は、その日一日の収入を一覧にしたものであり、日付が漏れたり誤っ

たりしていては、まったく意味をなさないものとなる。また、窓口収納の手数料の調

定時期は、窓口で収納した日であることから、調定の時期を決定するに当たり、日付

は特に重要な事項である。このようなことからも、日付の重要性を認識し、記載漏れ

や誤りがないよう十分な注意を払われたい。 

 

 

  ○教育委員会事務局 

 

おおむね適正に執行されているものと認められた。しかしながら、次のような事項

が見受けられたので改善に努められたい。 

 

［指摘事項７］ 旅費の算定誤りについて：教育政策課、人権教育指導室 
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旅費については、熊本市職員等の旅費支給に関する条例等に基づき、適正に支給し

なければならないが、作成された旅費計算内訳書が誤っていたため、旅費が過小又は

過大に支給されていた。 

 

旅費計算内訳書は、原則として熊本市職員等の旅費計算等委託業務受託事業者（以

下「受託事業者」という。）が作成するものであるが、作成を依頼した課においては、

当然、その内容を精査すべきである。今後は、受託事業者から提出された旅費計算内

訳書の精査を行い、旅費の適正な支給に努められたい。 

 

 

［指摘事項８］ 謝礼金の公金外処理について：田底小学校、力合西小学校 

 

教育実習生（以下「実習生」という。）の受入に伴い大学から支払われた実習謝礼

金が、校長口座に入金され、公金外で処理されていた。 

 

現在、謝礼金の使途は、実習生の受入を行う学校の校長の判断に委ねられて、実際

には、実習生が使用する事務用品の購入等に充てられている。しかし、実習生の受入

は、大学からの依頼を受けて市の業務として行うものであることから、謝礼金は、公

金として取り扱い、市の歳入として処理することが妥当である。 

また、教育委員会事務局においては、このような事案は中学校等でも想定されるこ

とから、市として統一的な見解を示し、実習謝礼金の適切な取扱について徹底された

い。 

 

 

○中央区選挙管理委員会事務局 

 

適正に執行されているものと認められた。 

 

○西区選挙管理委員会事務局 

 

適正に執行されているものと認められた。 

 

○南区選挙管理委員会事務局 

 

適正に執行されているものと認められた。 
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○農業委員会事務局 

 

適正に執行されているものと認められた。 
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 ５ 意 見 

 

○ 支出の切り分けについて：各課共通 

 

物品を購入する場合、熊本市物品会計規則第11条の2の規定により1件の金額（同

時に契約する金額の合計）が5万円以下（市立学校にあっては、10万円未満）のとき

は、契約検査総室に代わり各課で事業者を決定し契約をすることができることとなっ

ているが、今回の監査において、同日に5万円以下の同様の印刷の発注を2件実施して

いるもの、短期間に5万円以下の同様の印刷の発注を複数回実施しているものなど、

明らかに5万円を超えるものを切り分けたと判断できるような事案が見受けられた。 

 

通常、物品の購入金額が5万円以下の場合は、各課で事業者を決定し、その決定さ

れた1事業者からの見積書徴取により契約の締結が行われている。また、その金額が5

万円を超える場合は、契約検査総室での見積り合わせにより事業者を決定し、契約の

締結が行われている。このように5万円を超える契約については、競争性が確保され

適正な契約額が担保されるようになっている。 

このことからも、安易に5万円以下の契約を繰り返すことなく、計画的な発注を心

掛けることにより適切な事務の執行となるよう努められたい。 

 

 

○ 資金前渡の精算の遅れについて：各課共通 

 

会計総室が、毎月電子掲示板に未精算一覧を掲出しているにもかかわらず、複数

の課で資金前渡の精算の遅れが見受けられた。また、戻入金を金庫で長期間保管して

いたものも見受けられた。 

 

会計規則では、用務終了後7日以内に精算することとされている。また、会計事務

の手引き（歳出）において、期間内に精算できなかったものは、課長名により理由書

を会計総室に提出することとされている。 

資金前渡の精算の遅れについては、会計総室が掲出する未精算一覧で、課長など

の管理職においても確認できることから、精算の遅れを放置することは、不正を行う

きっかけになりうることも念頭に置いたうえで、担当者に対して早急に処理を行うよ

う指示するなど、課全体で迅速な処理に取り組まれたい。 

また、現金の長期間の保管は、紛失や盗難のリスクが生じることから、職務上の

理由等により資金前渡を受けた職員による期限内の財務処理が困難となる場合は、組
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織として職員をリスクから守るためにも、ほかの職員が代わりに処理するなどのフォ

ロー体制の構築についても検討されたい。 

 

（参考：熊本市会計規則第34条、会計事務の手引き（歳出）P.20） 

 

 

○ 未決裁による日額報酬の支給日変更について：各課共通 

 

非常勤特別職の日額報酬については、熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例第3条第1項において、「時間額報酬及び日額報酬は、勤務

に従事した日に支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、市長が定める日

に支給することができる。」と規定されている。（実際には、熊本市事務決裁に関す

る訓令により課長共通専決事項とされている。）しかしながら、別途支給日に関する

決裁を経ることなく、口座振替払いにより後日支給されているものが複数の課で見受

けられた。 

 

今後は、条例及び訓令に基づき、適正な事務（課長決裁による支給日の決定）の

執行となるよう努められたい。 

また、実態としては、ほとんどの課において口座振替払いを行っていることから、

条例の所管課においては、現状に合わせた見直しについても検討されたい。 

 

（参考：熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、熊本

市事務決裁に関する訓令） 

 

 

○ プロポーザル方式及びコンペ方式に関する認識の不足について：各課共通 

 

プロポーザル方式及びコンペ方式は、入札に付するよりも、契約相手方候補者の提

案に基づき仕様書を作成することで、より高度なレベルの成果を求める場合に採用す

る方法である。しかし、採用した契約において次のような事項が見受けられた。 

 

・採用する理由の記載がない。 

・採用する実施伺いに予定価格が設定されている。 

・契約相手方候補者が特定されたあとに作成されるべき実施伺いが作成されていな

い。 
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・実施前に市が作成する基本仕様書と、契約相手方候補者が特定されたあとの仕様

書が同じ内容となっている。 

 

これらの方式は随意契約となることから、採用する際の実施伺いには、その理由を

具体的かつ明確に記載しなければならない。また、審査会等を経て契約相手方候補者

が決定されたあとに契約の締結手続きが開始となるため、決定後は、契約相手方候補

者の提案に基づいた仕様書や設計書の作成、予定価格の設定、実施伺いの作成、見積

書の徴取、契約締結伺いの作成、契約の締結と手続きを進めていくこととなる。 

特に、基本仕様書と契約相手方候補者の提案に基づいた仕様書の内容が同じであれ

ば、これらの方式を採用する意味がないことになる。従って、採用の趣旨を十分に理

解されたうえで、適正な事務の執行に努められたい。 

 

（参考：熊本市契約事務マニュアルP.13、P.73） 
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６ テーマ監査 

 

（１） 内部統制 

 

○ 事務執行の総点検後の対応確認について 

 

全庁的に事務処理ミスが多発する状況を踏まえ、その防止策の一環として、平成

27年6月にコンプライアンス推進室により、各課（かい）を対象に事務執行の総点検

が実施され、所属長が提出した改善策に基づき同年8月にその確認調査が行われた。 

これらの一連の事務は、事務処理ミス防止のための内部統制の制度とも位置づけ

られることから、その有効性を検証するため、今回の監査において、各課（かい）か

らコンプライアンス推進室へ提出された回答について、所属長や担当者へのヒアリン

グ等を行い、その実際の対応を確認したところである。 

その結果、ほとんどの課（かい）において提出された回答に基づき適切に対応が

なされていたことから、一定の有効性を認めることができたものと考える。 

しかしながら、今回の調査における事務処理ミスに対する問題点や課題の抽出は、

所属長それぞれの判断に基づくものであり、市、局といった組織的に検討された手続

きに基づくものではなかったと考えられ、内部統制の取組みにおける今後の課題であ

ると考える。 

このようなことから、引き続き、より精度の高い内部統制体制の整備及び運用に

取り組まれるよう求めるものである。 

 

 

（２） 備品管理 

 

○ 備品の管理状況について 

 

備品の管理については、契約検査総室及び教育政策課より所管の各課（かい）へ

適正な管理の周知及び徹底についての依頼がなされ、平成27年11月中旬を目途に全庁

的に整備作業が実施されたことから、今回の監査において、その整備状況の確認を行

ったところである。 

監査の結果としては、備品台帳との突合作業が完了している部署がある一方、完

了予定を平成28年3月末に延長して行っている部署については、監査時点において途

中経過の状況でもあり、備品シールが貼付されていないもの、過去の組織の統廃合な

どにおける備品について備品台帳の異動処理が済んでいないもの、合併前の備品相当
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のものが備品台帳に登録されていないものなど複数の未整備案件が見受けられた。 

現在、総務大臣からの要請に基づく地方公会計制度を導入する中で固定資産台帳

の整備が必要であることから、本市においても取得原価が100万円以上の備品の整備

が既に行われている。しかし、100万円未満の備品についても市の資産に変わりない

ことから、備品の数量が多く確認作業に時間を要する部署があるなど整備過程での課

題はあるが、適切な事務処理を進め、早期に整備が完了するよう努められたい。 

なお、監査においては備品管理の重要性を考慮し、今後も管理状況の確認を引き

続き実施していくものである。 
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※

危機管理防災総室

議 事 課

精神保健福祉室

債 権 管 理 推 進 室

調 査 課

会 計 総 室

市 長 政 策 総 室 秘 書 課 政 策 企 画 課

法 制 課

男女共生推進室

浄 化 対 策 課 北部 ｸ ﾘ ｰ ﾝ ｾ ﾝ ﾀ ｰ

管 財 課 車 両 管 理 課
財 政 局

健康福祉子ども局

税 制 課 課 税 管 理 課 納 税 課

財 政 課

契 約 検 査 総 室

資料（１）　市機構図及び実地監査の対象部署

幼稚園 ８園
西 原 公 園 児 童 館

保育園 ２０園

東 京 事 務 所

総 務 局 総 務 厚 生 課

広 報 課

議 会 事 務 局

動物愛護センター

一 時 保 護 所

秋 津 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

西 部 環 境 工 場

水 保 全 課

動 植 物 園

建 築 審 査 室

特別滞納対策室

情 報 政 策 課広 聴 課

西 税 務 課

市 民 局

保護管理援護課 健康づくり推進課

統 計 課

オンブズマン事務局 区 政 推 進 課

植木ふれあい文化ｾﾝﾀｰ

指 導 監 査 課 健康福祉政策課

生涯学習推進課

人権推進総室

社会保障・税番号制度推進室

子ども発達支援ｾﾝ ﾀｰ 障がい者福祉相談所

こころの健康ｾﾝﾀｰ

[保健所] [保健所] [保健所]

医 療 政 策 課 生 活 衛 生 課

[保健所] [保健所]

国 保 年 金 課 高齢介護福祉課 障がい保健福祉課

臨時福祉給付金交付室

[保健所]

食 品 保 健 課 感 染 症 対 策 課

子 ど も 支 援 課 青 少 年 育 成 課 児 童 相 談 所 保 育 幼 稚 園 課

子ども・若者総合相談センター

温 暖 化 対 策 室 扇 田 環 境 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

廃 棄 物 計 画 課

事 業 ご み 対 策 室

食 肉 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 競 輪 事 務 所

環 境 局 環 境 政 策 課 環 境 共 生 課

企 業 立 地 推 進 室

農 水 商 工 局

消 費 者 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 担 い 手 推 進 室

西部 ｸ ﾘ ｰ ﾝ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 東部 ｸ ﾘ ｰ ﾝ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 東 部 環 境 工 場

水 産 振 興 ｾ ﾝ ﾀ ｰ産 業 政 策 課 商 工 振 興 課 農商工連携推 進課 農 業 政 策 課

国 際 室

埋蔵文化財調査室

熊本城調査研究センター文 化 振 興 課

観光文化交流局 ｼﾃｨ ﾌ ﾟ ﾛ ﾓ ｰ ｼ ｮ ﾝ課 MICE（マイス）推進課

スポーツ振興課 市 民 会 館

熊本城総合事務所

にぎわい推進室

開 発 景 観 課 建 築 指 導 課

河 川 課

公 園 課

建築物安全推進室 建 築 保 全 室

営 繕 課 設 備 課

技 術 管 理 課 都 市 政 策 課 都心活性推進課

住 宅 課建 築 計 画 課

自転車対策室

総 務 課 総 務 課 総 務 課

土 木 管 理 課 用 地 調 整 課

北 部 土 木 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 植木中央土地区画整理事業所

土 木 総 務 課

植 木地 域整 備室

用 地 課 用 地 課 用 地 課

河川公園整備課 河川公園整備課

工 務 課 工 務 課 工 務 課

維 持 課 維 持 課 維 持 課

東 部 土 木 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 西 部 土 木 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

城南地域整備室
鉄道高架関連整備室

中 央 税 務 課 東 税 務 課

都市政策研究所

河 内 分 室 高規格道路建設推進課

富合地域整備室

ごみ減量推進課 環境施設整備室

市 民 協 働 課

食肉処理施設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

観 光 振 興 課

金峰山少年自然の家

都 市 建 設 局

ふれあい文化ｾﾝﾀｰ

南 税 務 課 北 税 務 課

環境総合センター

食肉衛生検査所

[保健所]

人材育成ｾﾝﾀｰ

行 政 経 営 課

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進室

人 事 課

資産マネジメント推進室

勤 労 青 少 年 ﾎ ｰ ﾑ

総 務 課

平成27年9月30日現在

枠で囲まれたところが今回の対象部署

道 路 整 備 課

計 量 検 査 所

熊本駅周辺整備事務所

交通政策総室

河 川 公 園 整 備 課
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北 区 役 所

救 急 課

人事委員会事務局

芳 野 分 室

南 消 防 署

警 防 課

益城西原消防署

（再掲）

西区選挙管理委員会事務局

南区選挙管理委員会事務局

北区選挙管理委員会事務局

西 区 分 室

南 区 分 室

北 区 分 室

中央区選挙管理委員会事務局

東区選挙管理委員会事務局

区 民 課 福 祉 課

（再掲）

五福まちづくり交流室

中 央 区 役 所 中央まちづくり交流室 [福祉事務所] [福祉事務所]

保 護 課総 務 企 画 課

中 央 税 務 課

[福祉事務所] 大江まちづくり交流室

保 健 子 ど も 課

まちづくり推進課

東 区 役 所 [福祉事務所] [福祉事務所]

福 祉 課 保 護 課総 務 企 画 課 まちづくり推進課 区 民 課

東 部 出 張 所

（再掲）

東 税 務 課

[福祉事務所] 託麻まちづくり交流室 秋津まちづくり交流室

区 民 課

東部まちづくり交流室

農 業 振 興 課 託麻総合出張所 秋 津 出 張 所保 健 子 ど も 課

福 祉 課

西 区 役 所 西部まちづくり交流室 [福祉事務所] [福祉事務所]

花園まちづくり交流室

保 護 課

保 健 子 ど も 課

総 務 企 画 課 まちづくり推進課

富合地域整備室

[福祉事務所] 河 内 分 室 河内まちづくり交流室

農 業 振 興 課 河内総合出張所 花園総合出張所

まちづくり推進課 区 民 課

西 税 務 課

天明総合出張所

福 祉 課 保 護 課

保 健 子 ど も 課

総 務 企 画 課

南 区 役 所 富合まちづくり交流室 [福祉事務所] [福祉事務所]

[福祉事務所]

農 業 振 興 課 飽田総合出張所

飽 田 天 明 分 室 飽田まちづくり交流室

南 税 務 課

北部総合出張所 清水総合出張所

天明まちづくり交流室

城南地域整備室城南総合出張所 幸田総合出張所 南 部 出 張 所

（再掲）

城 南 分 室

城南まちづくり交流室 幸田まちづくり交流室 南部まちづくり交流室 （再掲） （再掲）

植木まちづくり交流室 [福祉事務所] [福祉事務所]

福 祉 課 保 護 課

北部まちづくり交流室 清水まちづくり交流室

総 務 企 画 課 まちづくり推進課 区 民 課

保 健 子 ど も 課

[福祉事務所] 北 部 分 室

農 業 振 興 課

植木中央土地区画整理事業所

消 防 課 情 報 司 令 課

龍田まちづくり交流室 （再掲） （再掲） （再掲）

予 防 課

指 導 課 指 導 課

火 災 調 査 室 消 防 団 室

消 防 局
中 央 消 防 署 東 消 防 署

指 導 課 指 導 課

総 務 課 管 理 課

教 育 相 談 室

人権教育指導室 教 育 セ ン タ ー

小学校94校 分校1校

吉 松 小 学 校

区選挙管理委員会事務局（５） 農業委員会事務局

中学校42校 分校1校

田 底 小 学 校

力 合 西 小 学 校

幼 稚 園 ８ 園

博 物 館

特別支援教育室

施 設 課 教 職 員 課 総 合 支 援 課

警 防 課

指 導 課

警 防 課

出張所（４） 出張所（４） 出張所（１）

西 消 防 署

公 民 館 １ ９館

指 導 課

図 書 館学校給食共同調理場15場

健 康 教 育 課

専 修 学 校 １ 校

金峰山少年自然の家

高 等 学 校 2校

監 査 事 務 局 熊本市選挙管理委員会事務局

大 江 出 張 所

植 木 図 書 館

と みあ い図 書館

教育委員会事務局 教 育 政 策 課 学 務 課

警 防 課警 防 課

出張所（５） 出張所（２）

龍 田 出 張 所 北 税 務 課 植木地域整備室
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資
料
（
２
）
 
歳
入
予
算
の
執
行
状
況
表

収
入
未
済
額

金
額
B

B
/A

金
額
C

C
/B

C
/A

B
-C

1
0
市
税

9
8
,
2
4
6
,
4
2
4
,

0
0
0

9
6,
4
7
9
,
1
2
4
,
6
8

9
9
8
.2

 
  
 

5
4
,
9
8
5
,
5
2
4
,
8
4

7
5
7
.0

 
  
 

5
6
.0

 
  
 

4
1
,
4
9
3
,
5

9
9
,
8
4
2

1
5
地
方
譲
与
税

2
,
1
3
8
,
0
0
0
,
0

0
0

6
5
1
,
0
6
4
,
2
3

5
3
0
.5

 
  
 

6
4
8
,
4
0
8
,
0
1

3
9
9
.6

 
  
 

3
0
.3

 
  
 

2
,
6
5
6
,
2
22

2
0
利
子
割
交
付
金

1
8
3
,
0
0
0
,

0
0
0

6
4
,
5
3
0
,
0
0

0
3
5
.3

 
  
 

6
4
,
5
3
0
,
0
0

0
1
0
0
.
0

 
 
 

3
5
.3

 
  
 

0

2
1
配
当
割
交
付
金

1
8
9
,
0
0
0
,

0
0
0

1
5
0
,
1
2
8
,
0
0

0
7
9
.4

 
  
 

1
5
0
,
1
2
8
,
0
0

0
1
0
0
.
0

 
 
 

7
9
.4

 
  
 

0

2
2
株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付

1
1
2
,
0
0
0
,

0
0
0

0
－

0
－

－
0

2
4
地
方
消
費
税
交
付
金

1
2
,
4
8
5
,
0
0
0
,

0
0
0

8
,
3
5
6
,
4
9
4
,
0
0

0
6
6
.9

 
  
 

8
,
3
5
6
,
4
9
4
,
0
0

0
1
0
0
.
0

 
 
 

6
6
.9

 
  
 

0

2
5
自
動
車
取
得
税
交
付
金

2
2
4
,
0
0
0
,

0
0
0

8
8
,
3
7
0
,
0
0

0
3
9
.5

 
  
 

8
8
,
3
7
0
,
0
0

0
1
0
0
.
0

 
 
 

3
9
.5

 
  
 

0

2
6
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金

1
0
,
0
0
0
,

0
0
0

4
,
8
1
9
,
2
3

0
4
8
.2

 
  
 

4
,
8
1
9
,
2
3

0
1
0
0
.
0

 
 
 

4
8
.2

 
  
 

0

2
8
軽
油
引
取
税
交
付
金

2
,
9
3
0
,
0
0
0
,
0

0
0

1
,
1
7
9
,
4
5
9
,
3
4

0
4
0
.3

 
  
 

1
,
1
7
9
,
4
5
9
,
3
4

0
1
0
0
.
0

 
 
 

4
0
.3

 
  
 

0

3
0
国
有
提
供
施
設
交
付
金

5
,
1
0
0
,

0
0
0

0
－

0
－

－
0

3
2
地
方
特
例
交
付
金

3
6
0
,
0
0
0
,

0
0
0

3
8
2
,
7
2
6
,
0
0

0
1
0
6
.
3

 
 
 

3
8
2
,
7
2
6
,
0
0

0
1
0
0
.
0

 
 
 

1
0
6
.
3

 
 
 

0

3
5
地
方
交
付
税

3
2
,
4
0
0
,
0
0
0
,

0
0
0

2
3,
7
4
8
,
5
3
4
,
0
0

0
7
3
.3

 
  
 

2
3
,
7
4
8
,
5
3
4
,
0
0

0
1
0
0
.
0

 
 
 

7
3
.3

 
  
 

0

4
0
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付

3
3
0
,
0
0
0
,

0
0
0

0
－

0
－

－
0

4
5
分
担
金
及
び
負
担
金

4
,
7
0
2
,
4
6
4
,
0

0
0

2
,
4
1
2
,
5
8
1
,
8
3

8
5
1
.3

 
  
 

1
,
8
3
6
,
7
0
3
,
6
4

7
7
6
.1

 
  
 

3
9
.1

 
  
 

5
7
5
,
8

7
8
,
1
9
1

5
0
使
用
料
及
び
手
数
料

9
,
0
4
0
,
1
8
2
,
0

0
0

6
,
8
2
5
,
3
5
4
,
1
9

9
7
5
.5

 
  
 

3
,
7
5
0
,
0
7
1
,
4
6

6
5
4
.9

 
  
 

4
1
.5

 
  
 

3
,
0
7
5
,
2

8
2
,
7
3
3

5
5
国
庫
支
出
金

6
8
,
9
0
9
,
0
7
5
,

0
6
6

5
3,
0
7
8
,
4
5
6
,
7
1

8
7
7
.0

 
  
 

1
9
,
6
3
2
,
2
9
3
,
1
9

8
3
7
.0

 
  
 

2
8
.5

 
  
 

3
3
,
4
4
6
,
1

6
3
,
5
2
0

6
0
県
支
出
金

1
8
,
1
1
8
,
2
5
3
,

0
0
0

5
,
3
1
6
,
5
0
5
,
7
9

6
2
9
.3

 
  
 

9
3
0
,
8
8
2
,
3
5

5
1
7
.5

 
  
 

5
.1

 
 
  
 

4
,
3
8
5
,
6

2
3
,
4
4
1

6
5
財
産
収
入

3
0
2
,
6
5
6
,

0
0
0

2
6
0
,
3
9
5
,
0
5

0
8
6
.0

 
  
 

1
2
0
,
2
8
5
,
7
7

9
4
6
.2

 
  
 

3
9
.7

 
  
 

1
4
0
,
1

0
9
,
2
7
1

7
0
寄
附
金

5
,0
0
0

3
9
,
3
4
5
,
7
1

1
－

3
9
,
1
8
0
,
7
7

9
9
9
.6

 
  
 

－
1
6
4
,
9
3
2

7
5
繰
入
金

3
,
6
2
4
,
9
9
8
,
0

0
0

0
－

0
－

－
0

8
0
繰
越
金

3
,
9
2
5
,
7
5
6
,
7

3
6

5
,
5
8
3
,
0
0
2
,
2
2

1
1
4
2
.
2

 
 
 

5
,
5
8
3
,
0
0
2
,
2
2

1
1
0
0
.
0

 
 
 

1
4
2
.
2

 
 
 

0

8
5
諸
収
入

5
,
4
0
1
,
8
1
6
,
0

0
0

3
,
7
2
4
,
9
2
3
,
9
3

5
6
9
.0

 
  
 

1
,
5
7
6
,
9
5
0
,
5
1

6
4
2
.3

 
  
 

2
9
.2

 
  
 

2
,
1
4
7
,
9

7
3
,
4
1
9

9
0
市
債

5
1
,
4
4
2
,
0
0
0
,

0
0
0

0
－

0
－

－
0

会
計
合
計

3
1
5
,
0
7
9
,
7
2
9
,

8
0
2
2
0
8
,
3
4
5
,
8
1
4
,
9
6

2
6
6
.1

 
  
 

1
2
3
,
0
7
8
,
3
6
3
,
3
9

1
5
9
.1

 
  
 

3
9
.1

 
  
 

8
5
,
2
6
7
,
4

5
1
,
5
7
1

1
0
国
民
健
康
保
険
料

1
8
,
8
2
4
,
0
0
0
,

0
0
0

2
3,
0
5
8
,
7
6
0
,
8
3

0
1
2
2
.
5

 
 
 

6
,
1
1
4
,
1
3
9
,
1
4

3
2
6
.5

 
  
 

3
2
.5

 
  
 

1
6
,
9
4
4
,
6

2
1
,
6
8
7

1
5
国
民
健
康
保
険
税

1
0
,
0
0
0
,

0
0
0

1
4
8
,
2
2
0
,
3
6

1
－

3
,
3
8
7
,
7
9

2
2
.3

 
 
  
 

3
3
.9

 
  
 

1
4
4
,
8

3
2
,
5
6
9

2
0
使
用
料
及
び
手
数
料

1
,0
0
0

3
4
,
5
0

0
－

3
3
,
9
0

0
9
8
.3

 
  
 

－
6
00

3
0
国
庫
支
出
金

2
4
,
7
6
9
,
1
6
8
,

0
0
0

2
0,
8
1
3
,
8
7
1
,
7
1

8
8
4
.0

 
  
 

1
3
,
5
9
2
,
3
1
6
,
0
0

0
6
5
.3

 
  
 

5
4
.9

 
  
 

7
,
2
2
1
,
5

5
5
,
7
1
8

3
5
県
支
出
金

5
,
1
5
5
,
0
0
6
,
0

0
0

4
9
6
,
7
6
3
,
8
8

6
9
.6

 
 
  
 

2
4
8
,
3
7
6
,
0
0

0
5
0
.0

 
  
 

4
.8

 
 
  
 

2
4
8
,
3

8
7
,
8
8
6

4
0
療
養
給
付
費
交
付
金

1
,
0
2
1
,
9
0
0
,
0

0
0

9
3
2
,
2
7
1
,
1
8

1
9
1
.2

 
  
 

3
7
8
,
9
9
8
,
1
8

1
4
0
.7

 
  
 

3
7
.1

 
  
 

5
5
3
,
2

7
3
,
0
0
0

4
3
前
期
高
齢
者
交
付
金

1
6
,
3
9
8
,
0
0
0
,

0
0
0

1
6,
3
9
1
,
8
8
0
,
7
0

8
1
0
0
.
0

 
 
 

5
,
9
6
0
,
6
9
0
,
7
0

8
3
6
.4

 
  
 

3
6
.4

 
  
 

1
0
,
4
3
1
,
1

9
0
,
0
0
0

5
0
共
同
事
業
交
付
金

2
2
,
7
3
4
,
0
7
7
,

0
0
0

9
,
7
6
4
,
6
3
7
,
1
2

0
4
3
.0

 
  
 

9
,
7
6
4
,
6
3
7
,
1
2

0
1
0
0
.
0

 
 
 

4
3
.0

 
  
 

0

6
0
繰
入
金

8
,
7
0
9
,
4
2
4
,
0

0
0

0
－

0
－

－
0

8
0
諸
収
入

1
2
4
,
9
7
3
,

0
0
0

7
4
,
7
6
0
,
7
4

0
5
9
.8

 
  
 

6
4
,
7
4
1
,
0
5

6
8
6
.6

 
  
 

5
1
.8

 
  
 

1
0
,
0
1

9
,
6
84

会
計
合
計

9
7
,
7
4
6
,
5
4
9
,

0
0
0

7
1,
6
8
1
,
2
0
1
,
0
4

4
7
3
.3

 
  
 

3
6
,
1
2
7
,
3
1
9
,
9
0

0
5
0
.4

 
  
 

3
7
.0

 
  
 

3
5
,
5
5
3
,
8

8
1
,
1
4
4

0
1
 
一
般
会
計

0
5
 
国
民
健
康
保
険
会
計

平
成
2
7年
9
月
3
0日
現
在
(
単
位
：
円
、
％
)

会
計
別

科
目

予
算
現
額
A

調
定
額
累
計

収
入
済
額
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収
入
未
済
額

金
額
B

B
/A

金
額
C

C
/B

C
/A

B
-C

1
0
介
護
保
険
料

1
1
,
0
0
8
,
7
7
1
,
0
0

0
1
1
,
8
3
7

,
5
2
5
,
6
4

5
1
0
7
.
5

 
 
 

5
,
5
1
3
,
1
0
1
,
8
0

9
4
6
.6

 
  
 

5
0
.1

 
  
 

6
,
3
2
4
,
4
2
3
,
8

3
6

2
0
使
用
料
及
び
手
数
料

1
,
0
0
0

1
,
8
0
0

1
8
0
.
0

 
 
 

1
,
8
0
0

1
0
0
.
0

 
 
 

1
8
0
.
0

 
 
 

0

3
0
国
庫
支
出
金

1
3
,
2
4
3
,
7
6
6
,
0
0

0
1
2
,
2
9
9

,
6
2
8
,
0
0

0
9
2
.9

 
 
 
 

6
,
6
4
4
,
9
1
6
,
0
0

0
5
4
.0

 
  
 

5
0
.2

 
  
 

5
,
6
5
4
,
7
1
2
,
0

0
0

4
0
県
支
出
金

7
,
6
8
5
,
0
3
9
,
0
0

0
7
,
4
4
8

,
1
5
0
,
8
0

0
9
6
.9

 
 
 
 

3
,
3
8
5
,
5
2
0
,
0
0

0
4
5
.5

 
  
 

4
4
.1

 
  
 

4
,
0
6
2
,
6
3
0
,
8

0
0

5
0
支
払
基
金
交
付
金

1
4
,
7
6
3
,
3
8
0
,
0
0

0
1
5
,
1
7
9

,
6
6
3
,
4
5

9
1
0
2
.
8

 
 
 

6
,
3
0
7
,
9
6
5
,
0
0

0
4
1
.6

 
  
 

4
2
.7

 
  
 

8
,
8
7
1
,
6
9
8
,
4

5
9

7
0
繰
入
金

8
,
1
3
3
,
6
5
3
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

7
5
繰
越
金

1
,
0
0
0

1
,
1
1
7

,
9
7
8
,
1
4

9
－

1
,
1
1
7
,
9
7
8
,
1
4

9
1
0
0
.
0

 
 
 

－
0

8
0
諸
収
入

8
,
0
0
0

2
8
,
8
6
0
,
1
3

5
－

2
,
5
6
9
,
4
2

9
8
.9

 
 
  
 

－
2
6
,
2
9
0
,

7
0
6

会
計
合
計

5
4
,
8
3
4
,
6
1
9
,
0
0

0
4
7
,
9
1
1

,
8
0
7
,
9
8

8
8
7
.4

 
 
 
 

2
2
,
9
7
2
,
0
5
2
,
1
8

7
4
7
.9

 
  
 

4
1
.9

 
  
 

2
4
,
9
3
9
,
7
5
5
,
8

0
1

1
0
繰
入
金

1
0
,
0
0
0
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

2
0
繰
越
金

6
0
,
0
0
0
,
0
0

0
7
8
,
1
9
8
,
0
7

7
1
3
0
.
3

 
 
 

7
8
,
1
9
8
,
0
7

7
1
0
0
.
0

 
 
 

1
3
0
.
3

 
 
 

0

3
0
諸
収
入

1
5
0
,
0
0
0
,
0
0

0
3
11
,
6
0
6
,
8
9

5
2
0
7
.
7

 
 
 

8
1
,
5
4
3
,
8
9

9
2
6
.2

 
  
 

5
4
.4

 
  
 

2
3
0
,
0
6
2
,

9
9
6

4
0
市
債

2
0
,
0
0
0
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

会
計
合
計

2
4
0
,
0
0
0
,
0
0

0
3
89
,
8
0
4
,
9
7

2
1
6
2
.
4

 
 
 

1
5
9
,
7
4
1
,
9
7

6
4
1
.0

 
  
 

6
6
.6

 
  
 

2
3
0
,
0
6
2
,

9
9
6

1
0
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

6
,
3
6
5
,
4
6
5
,
0
0

0
6
,
0
9
9

,
5
6
1
,
3
3

0
9
5
.8

 
 
 
 

2
,
6
4
9
,
1
9
8
,
8
6

7
4
3
.4

 
  
 

4
1
.6

 
  
 

3
,
4
5
0
,
3
6
2
,
4

6
3

2
0
使
用
料
及
び
手
数
料

1
,
0
0
0

5
,
1
0
0

5
1
0
.
0

 
 
 

5
,
1
0
0

1
0
0
.
0

 
 
 

5
1
0
.
0

 
 
 

0

3
0
繰
入
金

1
,
6
8
2
,
3
5
6
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

4
0
繰
越
金

0
2
40
,
7
2
5
,
8
1

2
－

2
4
0
,
7
2
5
,
8
1

2
1
0
0
.
0

 
 
 

－
0

5
0
諸
収
入

7
5
,
3
7
8
,
0
0

0
2
5
,
8
0
5
,
5
3

3
3
4
.2

 
 
 
 

2
4
,
5
0
2
,
4
3

3
9
5
.0

 
  
 

3
2
.5

 
  
 

1
,
3
0
3
,
1

0
0

会
計
合
計

8
,
1
2
3
,
2
0
0
,
0
0

0
6
,
3
6
6

,
0
9
7
,
7
7

5
7
8
.4

 
 
 
 

2
,
9
1
4
,
4
3
2
,
2
1

2
4
5
.8

 
  
 

3
5
.9

 
  
 

3
,
4
5
1
,
6
6
5
,
5

6
3

1
0
使
用
料
及
び
手
数
料

1
0
,
3
8
5
,
0
0

0
7
,
5
4
2
,
5
0

9
7
2
.6

 
 
 
 

7
,
3
5
5
,
0
1

6
9
7
.5

 
  
 

7
0
.8

 
  
 

1
8
7
,
4

9
3

1
7
財
産
収
入

0
0

－
0

－
－

0

2
0
繰
入
金

1
5
2
,
2
7
7
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

3
0
繰
越
金

1
,
0
0
0

9
,
4
0
0
,
2
2

1
－

9
,
4
0
0
,
2
2

1
1
0
0
.
0

 
 
 

－
0

4
0
諸
収
入

1
7
5
,
0
0

0
1
5
1
,
6
6

5
8
6
.7

 
 
 
 

7
6
,
4
0

9
5
0
.4

 
  
 

4
3
.7

 
  
 

7
5
,
2
5
6

会
計
合
計

1
6
2
,
8
3
8
,
0
0

0
1
7
,
0
9
4
,
3
9

5
1
0
.5

 
 
 
 

1
6
,
8
3
1
,
6
4

6
9
8
.5

 
  
 

1
0
.3

 
  
 

2
6
2
,
7

4
9

1
0
分
担
金
及
び
負
担
金

7
0
0
,
0
0

0
2
8
4
,
1
4

8
4
0
.6

 
 
 
 

1
6
6
,
4
4

8
5
8
.6

 
  
 

2
3
.8

 
  
 

1
1
7
,
7

0
0

2
0
使
用
料
及
び
手
数
料

2
9
,
1
8
1
,
0
0

0
1
5
,
2
8
3
,
3
5

2
5
2
.4

 
 
 
 

1
0
,
5
1
5
,
5
1

1
6
8
.8

 
  
 

3
6
.0

 
  
 

4
,
7
6
7
,
8

4
1

2
5
県
支
出
金

8
,
0
0
0
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

3
0
繰
入
金

1
5
8
,
2
2
7
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

4
0
繰
越
金

0
4
,
8
9
1
,
3
8

0
－

4
,
8
9
1
,
3
8

0
1
0
0
.
0

 
 
 

－
0

会
計
合
計

1
9
6
,
1
0
8
,
0
0

0
2
0
,
4
5
8
,
8
8

0
1
0
.4

 
 
 
 

1
5
,
5
7
3
,
3
3

9
7
6
.1

 
  
 

7
.9

 
 
  
 

4
,
8
8
5
,
5

4
1

1
5
 母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
業
会
計

1
0
 介
護
保
険
会
計

平
成
2
7年
9
月
3
0
日
現
在
(
単
位
：
円
、
％
)

会
計
別

科
目

予
算
現
額
A

調
定
額
累
計

収
入
済
額

2
3
 後
期
高
齢
者
医
療
会
計

3
0
 食
肉
セ
ン
タ
ー
会
計

3
2
 農
業
集
落
排
水
事
業
会
計



- 20 - 

 

収
入
未
済
額

金
額
B

B
/A

金
額
C

C
/B

C
/A

B
-
C

1
0
諸
収
入

3
,
52
8
,
0
0
0
,
0
0

0
1
2
5
,
1
7
8
,
4
4

1
3
.5

 
 
  
 

0
－

－
1
2
5
,
1
7
8
,
4
4

1

2
0
繰
越
金

0
6
6
,
4
3
4
,
9
0

2
－

6
6
,
4
3

4
,
9
02
1
0
0.
0

 
 
 

－
0

会
計
合
計

3
,
52
8
,
0
0
0
,
0
0

0
1
9
1
,
6
1
3
,
3
4

3
5
.4

 
 
  
 

6
6
,
4
3

4
,
9
02

3
4
.
7

 
  
 

1
.
9

 
 
  
 

1
2
5
,
1
7
8
,
4
4

1

1
0
財
産
収
入

5
,
8
7
3
,
0
0

0
5
,
8
7
3
,
2
1

2
1
0
0
.
0

 
 
 

5
,
8
7
3
,
2
12
1
0
0.
0

 
 
 

1
0
0
.
0

 
 
 

0

2
0
繰
入
金

6
1
,
2
8
6
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

2
5
繰
越
金

1
,
0
0
0

5
5
2
,
0
7

8
－

5
5
2,
0
78

1
0
0.
0

 
 
 

－
0

3
0
諸
収
入

0
4
,
9
2
2
,
7
3

9
－

0
－

－
4
,
9
2
2
,
7
3

9

会
計
合
計

6
7
,
1
6
0
,
0
0

0
1
1
,
3
4
8
,
0
2

9
1
6
.9

 
  
 

6
,
4
2
5
,
2
90

5
6
.
6

 
  
 

9
.
6

 
 
  
 

4
,
9
2
2
,
7
3

9

1
0
競
輪
事
業
収
入

1
1
,
9
1
8
,
4
0
0
,
0
0

0
4
,
1
3
1
,
9
5
5
,
0
5

0
3
4
.7

 
  
 

4
,
1
3
1
,
9
5
3

,
9
50

1
0
0.
0

 
 
 

3
4
.7

 
  
 

1
,
1
0
0

1
5
使
用
料
及
び
手
数
料

1
,
5
0
0
,
0
0

0
1
,
5
8
4
,
0
0

0
1
0
5
.
6

 
 
 

8
0
4,
0
00

5
0
.
8

 
  
 

5
3
.6

 
  
 

7
8
0
,
0
0

0

2
0
財
産
収
入

2
5
0
,
0
0
1
,
0
0

0
7
5
,
3
6
2
,
8
2

0
3
0
.1

 
  
 

4
7
,
2
8

8
,
5
43

6
2
.
7

 
  
 

1
8
.9

 
  
 

2
8
,
0
7
4
,
2
7

7

2
5
繰
入
金

3
3
,
0
0
0
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

3
0
繰
越
金

1
0
0
,
0
0
0
,
0
0

0
2
2
0
,
4
5
6
,
5
0

4
2
2
0
.
5

 
 
 

2
2
0
,
4
5

6
,
5
04
1
0
0.
0

 
 
 

2
2
0
.
5

 
 
 

0

4
0
諸
収
入

2
6
6
,
9
0
2
,
0
0

0
1
1
2
,
2
3
6
,
2
8

1
4
2
.1

 
  
 

7
6
,
0
2

0
,
0
72

6
7
.
7

 
  
 

2
8
.5

 
  
 

3
6
,
2
1
6
,
2
0

9

会
計
合
計

1
2
,
5
6
9
,
8
0
3
,
0
0

0
4
,
5
4
1
,
5
9
4
,
6
5

5
3
6
.1

 
  
 

4
,
4
7
6
,
5
2
3

,
0
69

9
8
.
6

 
  
 

3
5
.6

 
  
 

6
5
,
0
7
1
,
5
8

6

1
0
使
用
料
及
び
手
数
料

1
5
0
,
0
0
0
,
0
0

0
7
3
,
2
5
0
,
6
0

0
4
8
.8

 
  
 

8
3
,
1
3

2
,
9
50
1
1
3.
5

 
 
 

5
5
.4

 
  
 

△
 
9
,
8
8
2
,
3
5

0

2
0
繰
入
金

2
4
,
6
6
5
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

3
0
繰
越
金

1
,
0
0
0

8
9
0
,
1
9

9
－

8
9
0,
1
99

1
0
0.
0

 
 
 

－
0

4
0
諸
収
入

2
0
4
,
0
0

0
2
,
0
0
0

1
.0

 
 
  
 

2
,
0
00
1
0
0.
0

 
 
 

1
.
0

 
 
  
 

0

会
計
合
計

1
7
4
,
8
7
0
,
0
0

0
7
4
,
1
4
2
,
7
9

9
4
2
.4

 
  
 

8
4
,
0
2

5
,
1
49
1
1
3.
3

 
 
 

4
8
.1

 
  
 

△
 
9
,
8
8
2
,
3
5

0

1
0
繰
入
金

1
0
,
0
0
0
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

2
0
市
債

2
,
00
0
,
0
0
0
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

会
計
合
計

2
,
01
0
,
0
0
0
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

1
0
国
庫
支
出
金

6
,
2
1
5
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

2
0
繰
入
金

7
2
0
,
1
9
8
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

2
5
繰
越
金

5
,
0
0
0
,
0
0

0
3
0
,
1
0
4
,
8
6

8
6
0
2
.
1

 
 
 

3
0
,
1
0

4
,
8
68
1
0
0.
0

 
 
 

6
0
2
.
1

 
 
 

0

3
0
市
債

3
6
,
5
0
0
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

会
計
合
計

7
6
7
,
9
1
3
,
0
0

0
3
0
,
1
0
4
,
8
6

8
3
.9

 
 
  
 

3
0
,
1
0

4
,
8
68
1
0
0.
0

 
 
 

3
.
9

 
 
  
 

0

0
5
使
用
料
及
び
手
数
料

7
,
0
0
0

2
9
,
2
7

5
4
1
8
.
2

 
 
 

2
6
,
8
75

9
1
.
8

 
  
 

3
8
3
.
9

 
 
 

2
,
4
0
0

1
0
国
庫
支
出
金

4
9
1
,
7
5
0
,
0
0

0
7
1
,
1
0
0
,
0
0

0
1
4
.5

 
  
 

0
－

－
7
1
,
1
0
0
,
0
0

0

2
0
繰
入
金

2
6
2
,
4
7
1
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

2
5
繰
越
金

3
5
,
5
0
0
,
0
0

0
5
0
,
5
1
1
,
2
7

7
1
4
2
.
3

 
 
 

5
0
,
5
1

1
,
2
77
1
0
0.
0

 
 
 

1
4
2
.
3

 
 
 

0

3
0
市
債

8
3
5
,
3
0
0
,
0
0

0
0

－
0

－
－

0

会
計
合
計

1
,
62
5
,
0
2
8
,
0
0

0
1
2
1
,
6
4
0
,
5
5

2
7
.5

 
 
  
 

5
0
,
5
3

8
,
1
52

4
1
.
5

 
  
 

3
.
1

 
 
  
 

7
1
,
1
0
2
,
4
0

0

4
5
 競
輪
事
業
会
計

調
定
額
累
計

収
入
済
額平
成
2
7
年
9
月
3
0日
現
在
(
単
位
：
円
、
％
)

会
計
別

科
目

予
算
現
額
A

5
0
 地
下
駐
車
場
事
業
会
計

6
5
 熊
本
駅
西
土
地
区
画
整
理
事
業
会
計

6
7
 植
木
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
会
計

5
8
 都
市
開
発
資
金
貸
付
事
業
会
計

3
5
 産
業
振
興
資
金
会
計

4
0
 食
品
工
業
団
地
用
地
会
計
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収
入
未
済
額

金
額
B

B
/A

金
額
C

C
/B

C
/A

B
-C

1
0
繰
入
金

6
1
,
6
7
0
,
0

0
0

0
－

0
－

－
0

2
0
繰
越
金

0
3
5
7
,
4
5

5
－

3
5
7
,
4
5

5
1
0
0
.
0

 
 
 

－
0

3
0
諸
収
入

1
1
1
,
9
8
0
,
0

0
0

1
4
6
,
5
4
3
,
6
7

7
1
3
0
.
9

 
 
 

5
0
,
8
5
0
,
1
8

4
3
4
.7

 
  
 

4
5
.4

 
  
 

9
5
,
6
9
3
,
4
9

3

会
計
合
計

1
7
3
,
6
5
0
,
0

0
0

1
4
6
,
9
0
1
,
1
3

2
8
4
.6

 
  
 

5
1
,
2
0
7
,
6
3

9
3
4
.9

 
  
 

2
9
.5

 
  
 

9
5
,
6
9
3
,
4
9

3

1
0
財
産
収
入

6
6
7
,
0

0
0

4
7
,
1
0

4
7
.1

 
 
  
 

4
7
,
1
0

4
1
0
0
.
0

 
 
 

7
.1

 
 
  
 

0

2
0
繰
入
金

3
2
,
2
6
4
,
1
7
8
,
0

0
0

0
－

0
－

－
0

会
計
合
計

3
2
,
2
6
4
,
8
4
5
,
0

0
0

4
7
,
1
0

4
0
.0

 
 
  
 

4
7
,
1
0

4
1
0
0
.
0

 
 
 

0
.0

 
 
  
 

0

8
0
 奨
学
金
貸
付
事
業
会
計

8
5
 公
債
管
理
会
計

平
成
2
7年
9
月
3
0
日
現
在
(
単
位
：
円
、
％
)

会
計
別

科
目

予
算
現
額
A

調
定
額
累
計

収
入
済
額
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資
料
（
３
）
 
歳
出
予
算
の
執
行
状
況
表

執
行
未
済
額

金
額
B

B
/
A

A
-
B

1
0
議
会
費

1
,
2
1
6
,
18
4
,
0
0
0

6
0
9
,
73
3
,
3
0
6
5
0
.
1

 
 
 

6
0
6
,
4
50
,
6
9
4

1
5
総
務
費

2
8
,6
0
6
,
79
5
,
0
0
0

9
,
0
5
9
,
23
6
,
7
4
0
3
1
.
7

 
 
 

1
9,
5
4
7
,
5
58
,
2
6
0

2
0
民
生
費

1
2
4
,8
1
3
,
14
5
,
0
0
0

4
6
,
5
1
9
,
31
9
,
0
85
3
7
.
3

 
 
 

7
8,
2
9
3
,
8
25
,
9
1
5

2
5
衛
生
費

2
6
,6
3
8
,
67
6
,
0
0
0

9
,
5
2
7
,
21
9
,
5
7
4
3
5
.
8

 
 
 

1
7,
1
1
1
,
4
56
,
4
2
6

3
5
農
林
水
産
業
費

6
,
5
7
4
,
53
6
,
0
0
0

1
,
2
1
5
,
88
0
,
7
6
5
1
8
.
5

 
 
 

5
,
3
5
8
,
6
55
,
2
3
5

4
0
商
工
費

5
,
8
7
1
,
98
0
,
0
0
0

2
,
0
4
3
,
17
0
,
6
7
3
3
4
.
8

 
 
 

3
,
8
2
8
,
8
09
,
3
2
7

4
5
土
木
費

5
1
,2
7
8
,
02
4
,
2
4
2

1
2
,
0
4
4
,
71
3
,
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１ 監査の対象 

 

（１）監査対象部署  

     

都市建設局   

交通政策総室、 

熊本駅周辺整備事務所、鉄道高架関連整備室、 

都心活性推進課、営繕課、設備課、住宅課、土木管理課、東部土木センター、 

西部土木センター（河内分室、富合地域整備室、城南地域整備室含む。）、 

北部土木センター（植木地域整備室含む。）、植木中央土地区画整理事業所 

      

（２）監査対象工事 

 

今回監査の対象としたものは、上記部署において、平成26年10月1日から平成27

年9月30日までに契約された工事請負及び工事に類する業務委託944件である。この

うち新規事業に伴うもの、随意契約によるもの、契約変更を行ったものなどを重点

的に抽出・選定し、「工事監査実施一覧表」に掲げる90件の工事及び業務委託につ

いて監査を実施した。 

 

２ 監査の期間 

 

平成27年11月27日から平成28年3月4日まで 

 

３ 監査の方法 

 

監査に当たっては、特に工事及び委託の計画、設計、積算、契約、施工などが適正

に行われているかについて書類を審査し、関係職員に質問するなどの方法で実施した。 

 

４ 監査の結果 

   

おおむね適正に執行されているものと認められた。しかしながら、次のような事項

が見受けられたので改善に努められたい。  
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［指摘事項１］ 工事における視覚障がい者への配慮不足について：営繕課 

 

・工事名  平成26・27年度 市民会館前庭路面外構工事 

・工事期間 平成27年1月28日から平成27年3月27日まで 

平成27年6月3日から平成27年7月31日まで 

 

両工事は、植栽の根張りなどにより破損や隆起した市民会館前庭のタイル舗装の一

部を2箇年に分けて改修するものである。 

 

この工事において、視覚障がい者誘導用点字ブロックの経路を工事用バリケードで

遮断する期間があった。 

しかしながら一般通行者の迂回路を確保し工事時間内に交通誘導員を配置したのみ

で、仮設点字ブロックの迂回路の設置など代替措置が可能だったにもかかわらずこれ

を行っていなかったため、視覚障がい者にとって夜間や休日等は危険な状況のままで

あった。 

 

既存の安全にかかわる機能を工事で一時中断する場合、その機能の代替措置を講じ

ることは第三者の安全確保の観点から極めて当然のことである。 

またいわゆるバリアフリー法において、市民会館の場合には敷地内通路等の改修の

際に、法律で定めた基準に適合させるよう努めなければならないと規定されているこ

ともあり、当会館の利用状況を考慮すれば工事期間中に仮設点字ブロック等を設置す

べきであった。 

 

これまで道路と比べ敷地内においては点字ブロック改修の機会が少なく、工事中の

点字ブロックの必要性に対する認識が不足していたと思われる。 

点字ブロックは、現在位置、障害物の認知、目的物の方向など、視覚障がい者にと

って必要な様々な情報を補完し、歩行を手助けする極めて有効なものであることを改

めて認識し、工事において点字ブロックを遮断する必要がある場合、設計において有

効な代替措置を計画するとともに、施工においても状況に応じた十分な対策を実施す

るよう努められたい。 
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［指摘事項２］ 地権者の同意を得ずに実施した安全施設の設置について 

：西部土木センター城南地域整備室 

 

・工事名  市道 島田城南橋線外交通安全施設整備工事 

・工事期間 平成27年6月30日から平成27年8月31日まで 

 

本工事は、道路における老朽化した車線分離標、道路反射鏡、各種道路標示などの

交通安全施設の整備を行うことにより、交通の安全を確保するためのものである。 

 

車両の前照灯の灯りを反射して道路端を認識させるための視線誘導標3本を、道路敷

地外に設置されたコンクリート製農業用水路の側壁天端上に、これを所有する土地改

良区の事前の同意を得ないまま設置していた。 

 

当該土地改良区とは、従来から周辺の農業施設や道路などの整備と維持管理に関し

協力して一体的な対応を行っており、本工事についても基本的な内容についてはその

了解を得ていた。 

しかしながら、用水路の側壁天端上に構造物を設置することについては、これまで

も慣例的に事前の同意を得ないまま行っていたことから、本工事においても改めて水

路敷きの占有や穿孔を施す水路壁の補強の必要性に関する十分な検討や協議を行わな

いまま工事を終了していた。 

 

そもそも他人の土地を占有し、更にその所有物を加工して工作物を設置する場合、

当然にしてその必要性に関する十分な検討や地権者等との事前協議を行う必要があり、

従来からの土地改良区との良好な関係に基づいた判断であったとしても、これまでこ

れら基本的な事項を行わないまま工事を実施してきたことは、工事の手順として適切

ではないことから、その改善を図られたい。  
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資料       工事監査実施一覧表    
都市建設局  

 

No 課名 工事（業務）名 
契約金額 

単位：円 

1 都心活性推進課 
（仮称）花畑広場整備【第２期】工事 

【総合評価方式】 
17,804,598 

2 営繕課 （仮称）北消防署庁舎建設工事【総合評価方式】 512,534,283 

3 営繕課 
龍田西小学校校舎新築その他工事 

【総合評価方式】 
1,382,400,000 

4 営繕課 養護老人ホーム雁回敬老園防火区画改修工事 10,571,040 

5 営繕課 長嶺ポンプ場外１箇所外壁その他改修工事 4,272,480 

6 営繕課 第７８分団（豊田）消防機械倉庫新築工事 16,578,000 

7 営繕課 
男女共同参画センターはあもにい１・２階トイレ 

改修工事 
10,138,965 

8 営繕課 城東保育園解体工事 22,950,361 

9 営繕課 植木公民館大和分館改修工事 11,772,000 

10 営繕課 健軍小学校給食室屋上防水改修工事 3,092,580 

11 営繕課 市民会館前庭路面外構工事 3,886,920 

12 営繕課 
南区役所城南総合出張所外３施設空調設備保守 

点検業務委託 
2,862,000 

13 営繕課 
市民会館外２０施設自動ドア設備保守点検業務 

委託 
2,160,000 

14 営繕課 
池田小学校児童育成クラブ新築その他設計業務 

委託 
1,587,600 

15 営繕課 市民会館前庭路面外構工事 6,999,480 

16 営繕課 託麻西小学校屋内運動場天井落下防止対策工事 14,230,080 

17 営繕課 
平成さくら支援学校校舎新築に伴う杭地業工事 

【総合評価方式】 
112,806,000 
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18 営繕課 
藤園中学校屋内運動場増改築に伴う杭地業工事 

【総合評価方式】 
40,284,000 

19 営繕課 健軍文化ホール外８施設定期点検業務委託 5,270,400 

20 設備課 
南区役所幸田総合出張所トイレ改修給排水衛生 

その他設備工事 
9,346,320 

21 設備課 
（仮称）北区役所局外３局大気汚染常時監視 

測定局設置電気その他設備工事 
6,112,800 

22 設備課 託麻南小学校校舎増築電気設備工事 31,945,536 

23 設備課 
南部総合スポーツセンター外１箇所下水道直結 

その他設備工事 
25,860,673 

24 設備課 熊本市斎場空調及び自動制御設備部品等取替工事 7,928,364 

25 設備課 
総合屋内プール外６箇所防災情報ステーション等

設置工事 
19,370,880 

26 設備課 
リサイクル情報プラザ冷暖房換気その他設備改修

工事【総合評価方式】 
28,350,000 

27 設備課 植木公民館大和分館改修機械設備工事 7,592,400 

28 設備課 
萱木小集落団地外１団地(２０棟４０戸)上水道 

引込工事 
21,367,318 

29 設備課 
中島小学校屋内運動場天井落下防止対策電気設備 

工事 
5,482,080 

30 設備課 新地団地（Ａ・Ｂ棟）給水管復旧工事 7,236,000 

31 設備課 白山保育園大規模改修電気設備工事 26,892,000 

32 設備課 
総合屋内プール自動火災報知設備改修工事 

【余裕工期あり】 
43,038,000 

33 住宅課 栄第一団地外１団地風呂釜取替工事 20,719,800 

34 住宅課 山本団地解体工事 10,321,727 

35 住宅課 世安団地外１団地給湯器取替工事 13,953,600 

36 住宅課 山本団地（１８戸）杭地業その他工事 30,942,000 

37 住宅課 
楠団地１Ｃ－１１棟外壁改修工事 

【総合評価方式】 
41,811,120 
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38 土木管理課 交差点内における自転車事故防止対策工事 6,380,780 

39 土木管理課 白川自転車歩行者専用道路整備工事 26,085,908 

40 土木管理課 
自転車走行空間整備に伴う側溝改良工事 

（坪井工区） 
49,329,000 

41 東部土木センター 
市道 昭和町山ノ神１丁目第１号線歩道改良工事 

【総合評価方式】 
40,941,469 

42 東部土木センター 
城南総合スポーツセンター（仮称）駐車場整備等 

工事 
40,343,366 

43 東部土木センター 法定外道路大江２丁目側溝新設工事 10,866,629 

44 東部土木センター 
（仮称）帯山七丁目南公園測量・実施設計・ 

ワークショップ業務委託 
6,758,664 

45 東部土木センター 市道 上南部町第１７号線道路改良工事 10,706,767 

46 東部土木センター 
市道 新大江１丁目２丁目第１号線外２路線舗装 

打換工事【総合評価方式】 
17,145,083 

47 東部土木センター 
藻器堀川保田窪放水路改修工事 

（２ｋ８８９～２ｋ９２０） 
17,694,720 

48 東部土木センター 
都市計画道路 子飼新大江線道路改築外工事 

【総合評価方式】 
138,024,000 

49 東部土木センター 
国道２６６号八王寺跨線橋橋面舗装補修工事 

【総合評価方式】【ＪＲ近接】 
89,100,000 

50 東部土木センター 熊本競輪場走路塗替工事 27,548,591 

51 東部土木センター 
市道 渡鹿４丁目黒髪５丁目第１号線（龍神橋） 

下部工Ｐ１工事【総合評価方式】 
192,240,000 

52 西部土木センター 旧天明新川堤防補強工事 55,175,376 

53 西部土木センター 花畑公園三烈士碑他移設工事 13,692,926 

54 西部土木センター 
一般県道 熊本浜線（田迎工区）歩道新設工事 

【総合評価方式】 
80,668,299 

55 西部土木センター 
市道 手取本町下通２丁目第１号線外２路線舗装 

補修工事【総合評価方式】 
29,589,103 

56 西部土木センター 市道 上松尾平山第１号線落石防護柵設置工事 22,921,289 

57 西部土木センター 一般県道 小島新町線（池上工区）舗装補修工事 8,023,545 
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58 西部土木センター 市道 八島町上代第１号線外１路線舗装補修工事 22,909,423 

59 西部土木センター 城山墓園落石防止他１工事 5,253,177 

60 西部土木センター 島崎三丁目排水路外３排水路改良工事 6,227,831 

61 西部土木センター 藤崎台隧道非常用設備設置工事 39,765,600 

62 西部土木センター 
一般県道 川尻宇土線（田尻工区）歩道新設工事 

【ＪＲ近接】 
79,698,673 

63 西部土木センター 
熊本駅前エレベータ・エスカレータ保守点検業務 

委託 
3,110,400 

64 西部土木センター 
主要地方道 熊本玉名線（岳工区）道路改良工事 

【総合評価方式】 
73,828,800 

65 西部土木センター 本荘五丁目公園施設改修工事 9,450,000 

66 
西部土木センター 

城南地域整備室 
市道 島田城南橋線外交通安全施設整備工事 8,768,520 

67 
西部土木センター 

河内分室 

市道 大多尾第２号線道路改良工事 

【総合評価方式】 
13,678,200 

68 
西部土木センター 

富合地域整備室 
市道 旧川尻線道路改良工事 12,805,349 

69 北部土木センター 高平年神公園整備工事 32,478,341 

70 北部土木センター 
主要地方道 熊本田原坂線（新池田橋）橋梁架替 

工事【総合評価方式】 
29,355,328 

71 北部土木センター 
一般県道 砂原四方寄線（花園工区）外１路線 

花園北地区道路改良工事【総合評価方式】 
78,820,416 

72 北部土木センター 
一般県道 砂原四方寄線（池上工区）島崎高架橋 

下部工（Ａ１）工事 
59,662,695 

73 北部土木センター 
主要地方道 大牟田植木線（植木町清水工区） 

道路防災工事 
4,807,603 

74 北部土木センター 市道 室園町第２２号線照明灯設置工事 4,212,000 

75 北部土木センター 龍田陳内公園施設改修工事 17,096,324 

76 北部土木センター 
一般県道 砂原四方寄線（池上工区） 

２号トンネル新設工事 
4,039,200,000 

77 北部土木センター 
一般県道 砂原四方寄線（花園工区）下硯川 

高架橋（Ａ１～Ｐ６）上部工工事 
675,581,040 
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78 北部土木センター 一般県道 託麻北部線（吉原工区）護岸築造工事 68,046,459 

79 北部土木センター 市道 池田２丁目３丁目第１号線舗装打換工事 19,348,368 

80 北部土木センター 
一般県道 花園インター線外１路線花園北地区 

道路改良工事 
63,030,215 

81 北部土木センター 
一般県道 砂原四方寄線下硯川地区農業用施設 

（さく井）工事 
47,595,955 

82 
北部土木センター 

植木地域整備室 
植木地区交通安全施設等工事【単価契約】 12,489,934 

83 
植木中央土地区画 

整理事業所 
植木中央土地区画整理事業 公開空地整備工事 31,003,713 

84 交通政策総室 
主要地方道 熊本高森線道路改修工事 

（熊本城・市役所前電停改良） 
13,440,921 

85 
熊本駅周辺整備 

事務所 

熊本駅西土地区画整理事業ポケットパーク整備 

工事 
14,081,163 

86 
熊本駅周辺整備 

事務所 

都市計画道路 花園池亀線（県道区間）道路改良 

工事 
12,970,402 

87 
熊本駅周辺整備 

事務所 

都市計画道路 新町戸坂線構造物撤去工事 

【総合評価方式】 
40,604,909 

88 
熊本駅周辺整備 

事務所 

都市計画道路 熊本駅城山線道路照明設備設置 

工事 
18,009,753 

89 
熊本駅周辺整備 

事務所 
都市計画道路 熊本駅城山線安全施設設置工事 9,259,963 

90 
熊本駅周辺整備 

事務所 

都市計画道路 鹿児島本線側道１２号線道路改築 

工事【ＪＲ近接】 
35,207,489 

  計 90件  

 


